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西澤会長職務代理者

西澤会長職務代理者 　議事録署名委員として、
　　　　議席番号４番　長島　委員
        議席番号５番　榎本　委員
を指名します。よろしくお願いいたします。

１　開　　　　会

２　会議成立の報告

３　署名委員の指名

西澤会長職務代理者 　只今から、令和５年５月さいたま市農業委員会月例総会を開会いたしま
す。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためにお願いしておりました「マス
ク着用の上での発言」ですが、厚生労働省から令和５年３月１３日以降は
個人の判断が基本となる旨の発表があり、また令和５年５月８日より感染
症法上の位置づけが第５類に見直されたことから、マスク着用については
任意といたします。ご承知のほどよろしくお願いします。
　発言の際には引き続きマイクを使用しての進行とさせていただいており
ます。議案説明の際は、事務局職員がマイクを消毒した上で発言者にお渡
しいたしますが、会場が狭小であることから座席の前からお渡しすること
をご了承ください。
　尚、日頃からお願いしておりますが、説明における個人情報の取り扱い
には十分注意していただくようお願いいたします。

　月例総会成立の報告をいたします。
　農業委員２１名中、本日は本田委員、小林委員が欠席されておりますの
で出席委員は１９名です。「さいたま市農業委員会会議規則第６条」の規
定による過半数の要件を満たしております。よって、本会は成立していま
す。



　続きまして１５ページをご覧ください。議案第２３号「農地法第５１条第１項の
規定による原状回復命令の見込みについて」です。
　さいたま地方法務局より農地の転用事実に関する照会がなされ、これに対し「地
目変更登記に係る照会に対する調査結果」の回答を要します。これについては、現
地調査や違反行為を行ったと思慮される者、土地の所有者及び違反事実の認定に必
要な者からの事情聴取を勘案し、令和５年６月１日までに、次の様式のとおり現地
調査を行う農業委員、地区担当農業委員及び農業委員会会長の判断に基づき、回答
することについて、承認を求めるものです。

　説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

　議案第１９号の法務局からの照会書の２件と、議案第２２号の、報告書の提出者
の名義がそれぞれ違いますが、どのような関係性なのでしょうか。

角　谷　委　員

　それぞれ別法人ですが、代表取締役は同一人物です。なお、土地の地権者は照会
書に記載の通りの法人ですが、実際に利用している法人が、議案第２２号の報告書
の提出者であると思料します。

事　　務　　局

角　谷　委　員 　今後、裁判等を見据える場合、代表取締役が同一人物であろうと法人格が違うこ
とから、それぞれの権利関係については確認する必要があるかと思います。

事　　務　　局 　事務局より説明をさせていただきます。
　１ページをご覧ください。議案第１９号「さいたま市違反転用に係る事務処理要
領に基づく立入調査の実施について」です。
　さいたま地方法務局登記官より、次のとおり登記簿上の地目が農地である土地の
農地以外への地目変更登記に係る照会を受けました。これにより、さいたま市違反
転用に係る事務処理要領に基づく違反状況調査として、農地法第４９条第１項の規
定に基づき、照会を受けた土地の立入調査を実施することとし、農地法第４９条第
３項の規定に基づき、案のとおり立入調査通知書を事前に通知することについて、
承認を求めるものです

　続きまして９ページをご覧ください。議案第２０号「さいたま市違反転用に係る
事務処理要領に基づく照会の実施について」です。
　さいたま市違反転用に係る事務処理要領に基づく違反状況調査の一環として、前
議案に基づく現地調査が終了した後、それらの土地に対する不動産登記簿、公図、
土地の所有者の住民票、違反に関係ある者が判明した場合はその者の住民票又は商
業登記簿、違反発生前と違反発生後の航空写真、これらの照会の実施について、承
認を求めるものです。

　続きまして１０ページをご覧ください。議案第２１号「さいたま市違反転用に係
る事務処理要領に基づく事情聴取の実施について」です。
　さいたま市違反転用に係る事務処理要領に基づく違反状況調査として、下記の土
地について、違反行為を行ったと思慮される者、土地の所有者及び違反事実の認定
に必要な者に対し、事情聴取を実施することついて、承認を求めるものです。

　続きまして１１ページをご覧ください。議案第２２号「さいたま市違反転用に係
る事務処理要領に基づく事情聴取について」です。
　さいたま市違反転用に係る事務処理要領に基づく違反状況調査として、違反行為
を行ったと思慮される者、土地の所有者及び違反事実の認定に必要な者に対し、事
情聴取を実施することを要します。なお、さいたま市経済局農業政策部農業環境整
備課より次のとおり対象者から報告書を収受したことから、これを事情聴取の一環
とみなすことについて、承認を求めるものです。

　それでは議案審議に入らせていただきます。
　議案第１９号から２３号までは同一案件によるものですので、一括審議いたしま
す。それでは、事務局より議案説明をお願いします。

議　　　　　長

議　　　　　長 　ありがとうございました。
　以上で、説明が終わりました。ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。



　法務局からの照会に対する回答の期日が差し迫っておりますが、期日までに回答
しなければ地目は変えられてしまうのでしょうか。また、農業委員会からの回答を
以ってしても、法務局の判断で地目が変えられることはあるのでしょうか。

事　　務　　局 　期日までに回答しなければ、法的手続きを行っているいないに関わらず、法務局
側の現地調査の上で実態通りの地目に変えられてしまう可能性はあります。なお、
今回の回答としては原状回復命令の見込みの有無についてです。仮に見込み有で回
答した場合には、さらに地目変更まで猶予期間が与えられるものと確認しておりま
す。見込み有のまま原状回復命令を発令しなければ、地目が変えられてしまいます
が、原状回復命令を発することになる場合には地目は変えられないものと思慮しま
す。

　総員賛成でありますので、許可することと決定いたします。

各　　委　　員 ―　総　員　賛　成　―

　他にございますでしょうか。
　質問がないようですので、採決に入りたいと思います。

議　　　　　長

　議案第１９号から２３号について、賛成の農業委員の方、挙手を求めます。

議　　　　　長

関　根　委　員

関　根　委　員 　以前、法務局から同様の照会がありましたが、今回の案件と事案が似通っていま
す。具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

事　　務　　局 　今回の案件については、農地転用の許可を経ずに転用している行為者がある程度
は把握できております。そのため、その対象者について今後事情聴取等を行うこと
が可能であると思われます。一方で、前回の案件については行為者が不特定多数存
在し、行為者の特定が非常に困難な事例でありました。

小　川　委　員 　今回の土地の地権者がどのような法人なのか教えてください。

事　　務　　局 　対象地の一部を過去に農地法第３条の許可を得て所有権を有しております。です
ので、農業生産法人としての資格を有しています。
　一方は金属の解体業を行っております。

小　川　委　員 　現地ではどのようなものを耕作しているのでしょうか。

事　　務　　局 　現地では耕作はしておらず、資材置き場等の状態で利用しているものと推測しま
す。



議　　　　　長 　本日の議案審議は、以上です。

　他にございますでしょうか。
　ないようでございますので、 閉会のご挨拶を、浅子会長職務代理者より
お願いいたします。

６　閉会宣言

浅子会長職務代理
者

　本日は、長時間の審議ご苦労さまでした。
　これをもちまして、令和５年５月、さいたま市農業委員会月例総会を閉
会いたします。


